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１．事 務 分 掌 、 予 算 
 
事 務 分 掌 
 

健康福祉部 

 地域福祉課  

(1) 地域福祉の推進に関すること。 

(2) 生活保護に関すること。 

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。 

(4) 赤十字会員及び日赤奉仕団に関すること。 

(5) 社会福祉統計に関すること。 

(6) 行旅人、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに 

関すること。 

(7) 墓地、埋葬等に関する法律による埋葬又は火 

葬に関すること。 

(8) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。 

(9) 軍人、軍属等の恩給に関すること。 

(10) 中国残留邦人に関すること。 

(11) 生活困窮者の自立支援に関すること。 

(12) 包括的な支援体制の整備に関すること。 

(13) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 高齢福祉課  

(1) 在宅福祉及び施設福祉の企画及び体制づくり 

に関すること。 

(2) 高齢者福祉に関すること。 

(3) 老人福祉施設等に関すること。 

(4) 地域支援事業に関すること。 

(5) 地域包括支援センターに関すること。 

(6) 成年後見センターに関すること。 

(7) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 介護保険課  

(1) 介護保険に関すること。 

(2) 介護保険事業計画に関すること。 

(3) 介護認定審査会に関すること。 

(4) 要介護認定調査に関すること。 

(5) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 障がい福祉課  

(1) 在宅福祉及び施設福祉の企画及び体制づくり 

に関すること。 

(2) 障がい者(児)の福祉に関すること。 

(3) 障がい者福祉施設等に関すること。 

(4) 障がい者基幹相談支援センターに関すること。 

(5) 自立支援給付に関すること。 

(6) 地域生活支援事業に関すること。 

(7) 障害児通所支援に関すること。 

(8) 特別障害者手当等の支給に関すること。 

(9) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 保険年金課  

(1) 国民健康保険に関すること。 

(2) 国民健康保険の保健事業に関すること。 

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 

(4) 国民年金に関すること。 

(5) 福祉年金に関すること。 

(6) 特別障害給付金に関すること。 

(7) 後期高齢者医療に関すること。 

(8) 福祉医療に関すること。 

(9) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 健康増進課  

(1) 健康づくり事業に関すること。 

(2) 精神保健に関すること。 

(3) 予防接種及び健康診査に関すること。 

(4) 歯科保健に関すること(子育て保健課が所掌 

する事務を除く。)。 

(5) 栄養改善指導に関すること(子育て保健課が 

所掌する事務を除く。)。 

(6) 医療衛生機関及びその団体に関すること。 

(7) 地域救急医療対策及びへき地医療対策に関す 

ること。 

(8) 保健師活動及び保健指導に関すること。 

(9) 休日・夜間急病診療所に関すること。 

(10) 保健センター及び保健福祉センターに関す 

ること。 

(11) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 指導監査課  

(1) 社会福祉法人の認可及び指導監査に関すること。 

(2) 社会福祉連携推進法人の認定及び指導監査に 

関すること。 

(3) 社会福祉施設の指導監査に関すること。 
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こども未来部 

 こども未来課  

(1) 子ども・子育て支援に関すること。 

(2) 少子化対策に関すること。 

(3) こどもの貧困対策に関すること。 

(4) 子ども・子育て会議に関すること。 

(5) 山口市保育施設等事故検証委員会に関すること。 

(6) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手 

当に関すること。 

(7) 放課後児童クラブに関すること。 

(8) 地域子育て支援拠点施設に関すること。 

(9) 児童館の管理運営に関すること。 

(10) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 保育幼稚園課  

(1) 保育所等における保育に関すること。 

(2) 保育所等の施設整備に関すること。 

(3) 保育所等の管理及び運営に関すること。 

(4) 幼稚園における保育に関すること。 

(5) 幼稚園の管理及び運営に関すること。 

(6) 幼児の就園事務に関すること。 

(7) やまぐち子育て福祉総合センターに関すること。 

(8) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 子育て保健課  

(1) 家庭児童相談に関すること。 

(2) 要保護児童対策に関すること。 

(3) 母子・父子家庭及び寡婦の福祉に関すること。 

(4) 母子保健に関すること。 

(5) 母子の歯科保健に関すること。 

(6) 母子の栄養改善指導に関すること。 

(7) こども家庭支援に関すること。 

(8) 各総合支所との連絡及び調整に関すること。 

 

 

総合支所(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東) 

 総合サービス課  

(1) 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険及 

び国民年金等に関すること。 

(2) 社会福祉に関すること。 

(3) 市民の健康に関すること。（秋穂、阿知須のみ） 

(4) 前各号に定めるもののほか、市長の指示する 

事項に関すること。 

 

 

※このほかに、各部、各総合支所に政策管理室を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

令和８年度健康福祉部・こども未来部関連民生費及び衛生費当初予算（一般会計分） 

 

款 ・ 項 ・ 目 本  年  度 備   考 

民 生 費 ３７，０９１，５１８ 千円  

 社 会 福 祉 費 １６，５８５，４９６ 千円  

 〇社 会 福 祉 総 務 費 ２，５７０，１４６ 千円  

 〇社 会 福 祉 施 設 費 ４，７０３ 千円  

 〇老 人 福 祉 費 ７，８５２，１４９ 千円  

 〇老 人 ホ ー ム 費  １４，３９７ 千円  

 〇老人福祉センター費 １３，３０４ 千円  

 〇障 が い 福 祉 費  ６，０７３，２５５ 千円  

 〇国 民 年 金 費 ５７，５４２ 千円  

   

 児 童 福 祉 費 １７，７１１，６２９ 千円  

 〇児 童 福 祉 総 務 費 １，８０２，３６５ 千円  

 〇児 童 措 置 費 ６，４６８，５０１ 千円  

 〇母 子 父 子 福 祉 費 ７６３，５７７ 千円  

 〇児 童 福 祉 施 設 費 ８，６４２，２８３ 千円  

 〇児 童 館 費 ３４，９０３ 千円  

   

 生 活 保 護 費 ２，７９４，３９３ 千円  

 〇生 活 保 護 総 務 費 １８２，３９３ 千円  

 〇生 活 保 護 扶 助 費 ２，６１２，０００ 千円  

   

衛 生 費 ２，４６８，１７６ 千円  

 保 健 衛 生 費 ２，４６８，１７６ 千円  

 〇保 健 衛 生 総 務 費 ５５１，５２８ 千円  

 〇母 子 保 健 費 ４１３，１５４ 千円  

 〇健 康 増 進 費 １６８，０６６ 千円  

 〇保 健 衛 生 施 設 費 ６９，０１８ 千円  

 〇地 域 救 急 医 療 費 ２５７，７３８ 千円  

 〇予 防 費 １，００８，６７２ 千円  

   

計 ３９，５５９，６９４ 千円  

 


